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条 例

金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負

担に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年 9月20日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第33号

金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公

費負担に関する条例の一部を改正する条例

金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負

担に関する条例(平成 6年条例第 8号)の一部を次のように改正する。

第 1条中「金沢市長選挙の場合に限る。」を削る。

第 6条中「金沢市長選挙」を「第 1条の選挙」に改める。

附則

1 この条例は、平成31年 3月 1日から施行する。

2 改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に

係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という 。)

以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示さ

れた選挙については、なお従前の例による。

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

平成29年 9月20日

金沢市長 山 野 之 義
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。金沢市条例第34号

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部

を改正する条例

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例(平成28年

条例第10号)の一部を次のように改正する。

第 2条中「第 5条第19項」を「第 5条第18項」に改める 。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市公民館設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年 9月20日

金沢市長 山野之義

。金沢市条例第35号

金沢市公民館設置条例の一部を改正する条例

金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号)の一部を次のように改正する。

別表地区公民館の表金沢市大浦公民館の項を次のように改める。

|金沢市大浦公民館 |金沢市大浦町ヌ 93番 地 1

附則

この条例は、規則で定める日から施行する。

金沢市子ども ・子育て支援法に基づく特定教育 ・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年 9月20日

金沢市長 山野之義

。金沢市条例第36号

金沢市子ども ・子育て支援法に基づく特定教育 ・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

金沢市子ども ・子育て支援法に基づく特定教育 ・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例(平成26年条例第50号)の一部を次のように改正する。

第 8条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を、 「支給認定証」の次に I(支給認定

保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども ・子育て支援法施行規

則(平成26年内閣府令第44号)第 7条第 2項に規定する通知) Jを加える。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改Eする条例をここに公

布する。

平成29年 9月20日
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金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第37号

金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例

金沢市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年条例第69号)の一部を

次のように改正する 。

第 5条第 5号中「同項第 4号」を「同項第 5号」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成29年 9月20日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第38号

金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例

金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成26年条例第 3号)の一部

を次のように改正する。

第 1条中 「学校、保育所」を「学校等」に改める。

第 2条第 2号及び第 3号を次のように改める。

(2) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第 1条に規定する学校及び同法第 124

条に規定する専修学校、児童福祉法(昭和22年法律第 164号)第39条第 1項に規定す

る保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成18年法律第77号)第 2条第 6項に規定する認定こども園をいう 。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するもの

をいう 。

第 2条第 5号中「よって」を「係る交通事故により」に、 「、身体文は財産」を「又は

身体」に改め、同号を同条第 6号とし、同条第 4号の次に次の 1号を加える。

(5) 自転車小売業者 自転車の小売を業とする者をいう 。

第 2条に次の 1号を加える。

(7) 自転車貸付業者等 自転車の貸付けを業とする者及び自転車を自らの事業の用に供

する目的で貸し付ける者をいう 。

第 3条第 1項中「促進は」の次に「、自転車が車両(道路交通法第 2条第 1項第 8号に

規定する車両をいう 。)であることを認識し」を加え、 「に係る事故Jを「の利用に係る

交通事故」に、 「事故に」を「交通事故に」に改め、同条第 3項中「学校、保育所」を

「学校等」に、 「もと」を「下」に改める。

第 4条第 2項中「学校、保育所」を「学校等」に改める 。

第 5条中「職場、学校等」を「学校等、職場等」に改める。

第 6条第 2項中「に係る事故」を「の利用に係る交通事故」に改め、同条第 3項を削る。

第 7条の見出し中「学校及び保育所」を「学校等」に改め、同条中「学校及び保育所」
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を「学校等」に、 「学校に」を「学校等に」に改め、 「若しくは」及び「その保育所に」

を削る。

第 8条第 1項中「保護する」を「監護する」に改め、同条第 2項を削る。

第 9条中「従業員」を「その事業活動を行うに当たっては、従業員等」に改める。

第11条中「学校、保育所」を「学校等」に改める。

第12条第 2項中「学校及び保育所」を「学校等」に改める。

第17条を第21条とし、第16条を第20条とする。

第15条第 1項中「事故」を「利用に係る交通事故」に改め、同条を第19条とする。

第14条第 2項中「学校、保育所」を「学校等」に改め、同条第 3項を削り、同条を第18

条とする。

第13条の見出し中「着用推進」を「着用促進」に改め、同条中「推進を図るため、」を

「促進を図るため、交通の安全に資する活動を行う団体等と連携して、乗車用ヘルメット

の着用に関する」に改め、同条を同条第 4項とし、同条に第 1項から第 3項までとして次

の 3項を加える。

保護者は、その監護する中学生以下の者が自転車を利用するとき、又は 6歳未満の者

を自転車に同乗させるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

2 高齢者 (70歳以上の者に限る。)は、自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを

着用するよう努めるものとする。

3 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車の購入者に対し、乗車用へ

ルメットの着用に関する情報を提供するよう努めるものとする。

第13条を第14条とし、同条の次に次の 3条を加える。

(自転車損宮賠償保険等の加入等)

第15条 自転車の利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、

当該自転車の利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に

加入しているときは、この限りでない。

2 保護者は、その監護する者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転

車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当

該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

3 事業者は、その事業活動において従業員に自転車を利用させるときは、当該自転車の

利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

4 自転車貸付業者等は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等

を付した自転車を貸し付けなければならない。

5 市は、自転車損害賠償保険等の加入の促進を図るため、交通の安全に資する活動を行

う団体等と連携して、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報の収集及び提供その他

の必要な措置を講ずるものとする。

(自転車損害賠償保険等の加入の確認等)

第16条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車の購入者に対し、自転

車損害賠償保険等の加入の有無を確認するよう努めるものとする。

2 自転車小売業者は、前項の規定による確認により自転車損害賠償保険等に加入してい

ることを認めることができないときは、当該自転車の購入者に対し、自転車損害賠償保
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険等の加入に関する情報を提供するよう努めるものとする。

(自転車の通行空間の整備)

第17条 市は、自転車の安全な利用を促進するため、園、石川県、交通の安全に資する活

動を行う団体等と連携して、自転車の通行空間の整備を推進するものとする。

第12条の次に次の 1条を加える。

(自転車の点検整備及び防犯対策)

第13条 自転車の利用者は、その利用する自転車を定期的に点検し、必要に応じ整備をす

るよう努めるものとする。

2 自転車の利用者は、その利用する自転車について、適切な施錠等自転車の盗難を防止

するための措置を講ずるよう努めるとともに、自転車の安全利用の促進及び自転車等の

駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第 3項に規定する防

犯登録を受けなければならない。

附則

この条例は、平成30年 4月 1日から施行する。

金沢市歯と口の健康づくり推進条例をここに公布する。

平成29年 9月20日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第39号

金沢市歯と口の健康づくり推進条例

(目的)

第 1条 この条例は、歯と口の健康づくりが市民の生涯にわたる全身の健康の保持増進に

重要な役割を果たすことを踏まえ、歯と口の健康づくりについて、市、市民、歯科医療

等関係者及び保健医療等関係者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項

等を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かっ効果的に推進し、

もって市民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 歯と口の健康づくり 歯及び口の健康の保持若しくは増進又はこれらの機能の維持

若しくは向上を図ることをいう 。

(2) 歯科医療等関係者 歯科医師 歯科衛生士 歯科技工土その他の歯科医療又は歯科

保健指導に係る業務に従事する者をし、う 。

(3) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉又は教育に係る業務に従事する者であっ

て、歯と口の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く 。)をい

つ。

(市の役割)

第 3条 市は、園、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他の関係者と連携を図

りつつ、歯と口の健康づくりの推進に関し、必要な施策を策定し、及び実施するものと

する。
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(市民の役割)

第 4条 市民は、歯と口の健康づくりについての関心及び理解を深め、正しい知識を持ち、

自ら積極的に歯と口の健康づくりに努めるものとする。

(歯科医療等関係者の役割)

第 5条 歯科医療等関係者は、歯と口の健康づくりに資するよう、他の歯科医療等関係者

及び保健医療等関係者と連携して、適切にその業務を行うとともに、本市が実施する歯

と口の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健医療等関係者の役割)

第 6条 保健医療等関係者は、他の保健医療等関係者及び歯科医療等関係者と連携して、

歯と口の健康づくりを推進するよう努めるとともに、本市が実施する歯と口の健康づく

りの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする 。

(基本的施策の実施)

第 7条 市は、園、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他の関係者と連携を図

り、及び必要に応じて協議を行い、歯と口の健康づくりの推進に関し、次に掲げる施策

を実施するよう努めるものとする。

(1) 市民が生涯にわたり歯と口の健康づくりに取り組むための情報提供及び普及啓発に

関する施策

(2) 市民が定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること

を促進するために必要な施策

(3) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科疾患の予防及び口の機能の

維持又は向上に関する施策

(4) 障官者、介護を必要とする者等が、定期的に歯科検診を受けること及び必要に応じ

て歯科保健指導を受けること並びに歯科医療を受けることができるようにするために

必要な施策

(5) 災害時における歯科保健医療体制の整備及び歯と口の衛生の確保による三次的な健

康被害の予防等に関する施策

(6) 歯と口の健康づくりに関する業務を行う者の人材の確保及び資質の向上に関する施

策

(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりの推進に関し必要な施策

(財政上の支援)

第 8条 市長は、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するために必要があると認める

ときは、予算の範囲内において、財政上の支援をすることができる。

(委任)

第 9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成29年 11月 8日から施行する。
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